
※1　一人あたり保険料額（府内平均）は理論値です。

◆�大阪府では、府内のどこに住んでいても、同じ所得、同じ世帯構成であれば、同じ保険料額になるよう、保険料を統一して
います。

◆�保険料は、大阪府と府内市町村との協議により保険料率を算定し、市町村は府が示す保険料率に基づいて、府民の皆さんの
所得や世帯構成などに応じた保険料額を決定しています。

◆�令和8年度からは、新たに子ども・子育て支援納付金分が保険料に加わることになります。

令和8年度令和8年度府内市町村統一府内市町村統一のの国民健康保険料国民健康保険料のお知らせのお知らせ

国民健康保険料の納付は、期限内に!

令和8年度の保険料はどうなるの？

保険料はどうやって計算しているの？

子ども・子育て支援納付金分とはなんですか？
医療保険制度は、病気やけがをしたときに、安心して医療を�
受けることができるよう、みんなで支え合う大切な制度です。

●�令和8年度の一人あたりの保険料額（府内平均）は、診療報酬がプラ
ス改定となった影響などにより、医療費が令和7年度から約3.8％
上昇すると見込まれたことや、子ども・子育て支援納付金分が新たに
加わること（一人あたり3,219円）などにより、163,911円、前年度
比約1.1％の引き上げとなりました。

●�大阪府では、国の財政支援などの公費獲得や府国保特別会計の
剰余金活用などの取組により、保険料抑制財源を約278億円（一人
あたり19,559円）確保し、被保険者の負担軽減に取り組み
ました。

●�保険料は、医療費に充てる分（医療分）、後期高齢者の医療費に充て
る分（後期高齢者支援金分）、介護費に充てる分（介護納付金分）（※2）、
こども・子育て支援の拡充に充てる分（子ども・子育て支援納付金
分）（※3）の4区分で構成され、区分ごとに医療費などの費用に対し、
所得や世帯構成などに応じて計算します。

●�なお、ご自身の保険料額は、お住まいの市町村で決定され、6月から
適用されます。詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。

一人あたりの保険料額

●�世代を超えて社会全体で子育てを支えるため、全世代、全経済主体	
から拠出を求める仕組みとして、令和8年度から全ての医療保険に
「子ども・子育て支援納付金」が保険料として加わります。

●�この支援金は、こども・子育て支援の拡充に充てられます。

伸び率
＋1.1％

▶�アスマイルアプリは、令和9年2月中旬に新しいアプリとして
生まれ変わります。
▶現行アプリは令和9年3月22日でサービスを終了します。
▶新アプリは新たにダウンロードし、登録する必要があります。
▶�詳細は決まり次第、府HPなどでお知らせします。�
リニューアル後も引き続きアスマイルをご活用ください。

▶�口座振替は、市町村の担当窓口で必要なお手続きを行っ
てください。

府国民健康保険課
 06（6944）7128

●�保険料率に関すること問 ●�ご自身の保険料額や、保険料の納付に関すること

こども家庭庁コールセンター
（お問い合わせ窓口）
 0120（303）272

［受付時間 平日９時から18時］

保険料率に
関すること

子ども・子育て支援金制度に関すること

こども
家庭庁HP 府HP

令和8年度

に
参加しよう

健康を維持するために

市町村担当窓口の電話番号が分からないときは、
府民お問合せセンターにお問い合わせください。
 06（6910）8001　  06（6910）8005

安全 自動的に払い込まれるから、納め忘れがない！

確実 一度手続きをすると、翌年度から手続き不要！

便利 毎回、金融機関などに行く必要がない！

ダウンロードは
こちらから

大阪府の保険料抑制の取組（内訳）

・保険料抑制財源額 約278億円

・保険料統一達成団体に対する国の財政支援 約15億円

・財政調整事業による保険料抑制財源の確保（府国保特会剰余金、国交付金 など）約263億円

「口座振替」のメリット

保険料の納付は、安全・確実・便利な
「口座振替」がおすすめです！

●キャッシュカード
●預金通帳
●通帳届け出印など

「口座振替」の
手続きに必要なもの

※２　介護分は、40歳～ 64歳までの方に適用されます。
※３　18歳未満被保険者は、被保険者数に応じて課される分は10割軽減が適用されます。

医療費などに占める保険料の割合

※�高齢化の進展などによ
り医療費が上昇すると、
保険料も上昇します。

医療費など 保険料

国・府・府内
市町村が
負担する金額
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こども・子育て支援の拡充の例
■■ 「児童手当」の拡充
■■ 「妊婦のための支援給付」
■■ 「出産後休業支援給付」
■■「こども誰でも通園制度」の創設  など

毎日の健康づくりにお役立てください！

あなたを救う、
健康10ヵ条
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